
第４期群馬県がん対策推進計画骨子（案）に関する各検討部会意見等一覧

No.
部会・

分科会名
分野 委員質問・意見 事務局回答　等

1
がん対策推進

計画部会
全体目標

国の第４期計画で「科学的根拠に基づくがん
検診」が加わったというが、これは科学的根
拠のない、生存率の改善が見込めないがん検
診を見直していこうということか。既存の検
診を減らしていこうというようなものか。

既存の検診を見直しながら変えていくの
ではなく、対策型検診として行われてい
ない検診についても、科学的根拠につい
て研究を行い、検討を進めていくという
計画になっています。

2
がん対策推進

計画部会
全体目標

県の計画には、「科学的根拠に基づくがん検
診」という項目がないが、どこかに加わるの
か。
「正しい知識に基づく」に文言を変えた理由
は。

対策型がん検診は国が示す指針に基づ
いて実施されています。この指針に基づ
かない検診は、国が研究を進めるもの
（国の所管）なので、県の計画には入れて
いません。
県民にわかりやすい表現とし「正しい知
識に基づく」としました。

3
がん対策推進

計画部会
全体目標

「がんとともに尊厳を持って安心して暮らせ
る地域社会の構築」という言葉に違和感があ
る。がんになることで尊厳が失われるのか。
この言葉は「認知症とともに・・・」というフ
レーズから作られたもののように思うが、こ
れは認知症になると人格が失われるという
「抜け殻説」に基づくスティグマからの脱却を
目指したもの。認知症という言葉をがんに置
き換えるのは適切でないように思うが、いか
がか。

御意見を踏まえて修正しました。

がんとともに尊厳を持って安心して暮ら
せる地域社会の構築
　↓
がんとともに安心して暮らせる地域社会
の構築

4
がん登録・情

報分析
検討部会

予防
資料4-2

P.4
HPVワクチ
ンについて

一次予防として、HPVのワクチンの知識を
持っている方が、あまりいないような感想が
ある。がん登録データ等も踏まえ、子宮頸が
んは比較的早めに発症する方も多いので、や
はりがん教育で力を入れ、若いうちから啓発
していることが重要ではないかと考える。

引き続き関係課と連携し、啓発を実施し
ます。

5
がん対策推進

計画部会

予防
資料4-2

P.6
肝炎対策に

ついて

肝炎対策について、術前検査を全例患者にイ
ンフォームするように国・県から通知が出て
いる。5年後に100%の実施率を目指すこと
になっているので、がん対策に加えてもいい
のではないか。

御意見を踏まえて追加しました。

取り組むべき施策
医療機関は、術前検査結果の告知を徹底
することにより、治療が必要な肝炎患者
等を治療につなげます。
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6
がん対策推進

計画部会

免疫療法は薬物療法に含まれるので、特出し
しなくても良いのではないか。
免疫チェックポイント阻害剤のことを意識し
て書いてあるが、免疫療法のなかには保険診
療が認められてないものがあるので、保険診
療が認められてないものも含まれると誤解
を招く可能性があり、項目出しは検討したほ
うがよいのではないか。

7

・第三期の国の計画では薬物療法と免疫療法
が分けて記載されていた。今回国の計画では
免疫療法は分けて記載されていないが、国の
方針では、当たり前に行われていることはあ
えて記載しないとしている。免疫療法は一般
的にはなってきたが、有害事象の対策等もあ
るため、県計画での記載は必要ではないか。

8
がん対策推進

計画部会

免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）の管
理、体制整備は不可欠であり、あえて表記す
る意図も理解できるのですが、記載方法には
注意が必要だと思います。
免疫療法の相談に来る方は、大多数が保険
診療ではない免疫療法の相談です。自由診療
で扱う治療と科学的根拠のある免疫療法の
違いは医療者には当たり前になっていても、
患者さん家族には理解が難しいように感じて
います。
現行の表現では、手術・放射線・薬物療法と
並ぶ治療のようにみえてしまう懸念があるた
め、タイトルの表現と記載内容の検討をお願
いしたいです。
案：
①手術療法・放射線療法・薬物療法及び免疫
療法（国第3期計画）
②タイトルには免疫療法の表記はあえてしな
い（国第4期計画）本文中の薬物療法の所で、
科学的根拠のある免疫療法と自由診療の免
疫療法の違いと、体制整備が必要な点につい
て説明を加える

9
がん対策推進

計画部会

免疫療法は薬物療法の一部だとの意見があ
りましたが、おそらくイメージしているのはク
ラシカルな免疫療法であり、現在ガイドライン
に明示してある標準的な治療であり、既に県
内の多くの病院で行われていると思います。
おそらく項目に取り上げたいのは新規の免疫
療法で、これは薬物療法に含まれるものでは
なく細胞療法に含まれるものであり、是非と
も今後県が取り組んでいただきたいもので
す。なので「免疫療法」ではなく「免疫・細胞療
法」とすべきであると思います。

・御意見を踏まえて、国と同様項目から
は削除し、課題、新しい治療法について
は、本文中で記載しました。

手術療法・放射線療法・薬物療法・免疫療
法の充実
　↓
手術療法・放射線療法・薬物療法の充実

医療
資料4-2

Ｐ．12
免疫療法に

ついて
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10
がん対策推進

計画部会

資料4-2　11ページ　目指す姿の右側に「集
約化を記載するか検討」とあるが、これにつ
いてどう考えるか。

11
がん対策推進

計画部会

・がん登録データによると、頭頸部がんや脳
腫瘍・肝胆膵外科等は一部集約化が進んでい
るため、そのような記載をしたらどうか。
・地域での治療を希望される患者もいる。一
部集約化が起きているという現状を記載す
るに留めるのが良いのではないか。施策とし
て集約化を進めると記載するのは時期尚早
かと思う。

12
がん対策推進

計画部会

【質問】
がんゲノム医療について、現状の県立がんセ
ンターと群馬大学医学部附属病院の2施設で
足りるか、また、医師の数も足りるか。

13
がん対策推進

計画部会

【回答】
がんゲノム医療の専門医育成制度は現状な
いが、遺伝性腫瘍の専門医はがんセンターに
2名、群大病院に4名（実働は2名）いる。現在
勉強中の医師もいるため、時間はかかるが、
遺伝性腫瘍の専門医は増えてくると思う。

14
がん対策推進

計画部会

医療
資料4-2

P.18
骨髄移植に

ついて

骨髄移植は今や標準的な治療になっている
もので、他県に遅れをとっているとはいえ今
更項目に入れるのはどうかと思うタームで
す。なので「造血幹細胞移植（骨髄、臍帯血）」
とすべきと考えます。これにはいわゆる古典
的な骨髄移植のみではなく、臍帯血移植や新
規の骨髄移植（ハプロ一致や骨髄非破壊的な
ど）を含むので是非検討してください。

御意見を踏まえて修正しました。

項目
骨髄移植の促進
↓
造血幹細胞移植の促進
※「用語解説」に追加し、骨髄、臍帯血に
ついて記載します。

15
がん対策推進

計画部会

国の計画で強調されている中で、群馬県の計
画に記載がないのはなぜか。

16
がん対策推進

計画部会

国案に項目立てされているのに、県案に項目
立てされていないと「県はこれらに後ろ向き
である」と取られるのではないでしょうか。こ
れは今後5-6年間の県の指針になるものな
ので、できれば項目に組み入れていただきた
いと思います。

17
がんと生殖検

討部会

医療
資料4-2

P.29
妊孕性温存
療法につい

て

目指す姿
「がん患者やその家族等が、治療開始前に生
殖機能への影響について認識し、適切に意思
決定ができるようにする」としているが、わ
かっていない医療スタッフが多いので、医療
スタッフを追加した方が良い。

御意見を踏まえて修正しました。

「妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医
療について、がん患者やその家族等が、
治療開始前に生殖機能への影響につい
て認識し、がん患者やその家族が、適切
に意思決定ができるようにする。」
↓
「・・・・・・、がん患者やその家族、医療従事
者等が、・・・・・」

御意見を踏まえて項目出ししました。

・「小児がん医療/AYA世代のがん医療」
のうち、「妊孕性温存療法」について、別
途項目出ししました。

・項目の「がん患者の生活の質（QOL)の
向上」を「アピアランスケアについて」に
変更しました。

資料4-2
医療P.29
共生P.53
・妊孕性温

存療法
・アピアラン

スケア
について

・集約化の現状について、「現状と課題」
に追記しました。

地域の実情に応じ、一部のがん治療にお
いて、医療提供体制の集約化が見られま
す。

医療
資料4-2

P.1２
医療提供体
制の集約化
について

医療
資料4-2

P.15
がんゲノム
医療につい

て

ー
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18
がんと生殖検

討部会

医療
資料4-2

P.29
妊孕性温存
療法につい

て

課題、取り組むべき施策
人材育成について、課題を明記することによ
り、県民はもちろん、医療者に行き渡ると思
う。

御意見を踏まえて追加しました。

現状と課題
「がん診療連携拠点病院等の整備指針
（令和４（2022）年）において、「自施設
において、がん・生殖医療に関する意思
決定支援を行うことができる診療従事
者の配置・育成に努めること」が要件とし
て定められています。」

取り組むべき施策
「がん診療連携拠点病院等は、妊孕性温
存療法及びがん治療後の生殖補助医療
に関する情報提供及び意思決定支援を
行うことができる診療従事者の配置・育
成に努めます」

【主な事業例】
・がん・生殖医療に関する基礎知識およ
び支援方法に関する教育プログラム（日
本がん・生殖医療学会）

19
がん対策推進

計画部会

共生
資料4-2

P.41
小児がん/Ａ
ＹＡ世代の
がん対策に

ついて

小児がんサバイバーについて：
これは細目にも明記されていないが、小児が
ん、AYA世代のがん患者にとって重要かつ急
ぐべき課題だと思う。まだ全国的ではありま
せんが、他県では対策を始めているところも
ある。これこそ他県に先駆けこれから県が取
り組む課題になり、少子化対策の一環にもな
ると思う。是非検討課題に含めてほしい。

御意見を踏まえて追加しました。

取り組むべき施策
群馬県、群馬大学医学部附属病院及び群
馬県立小児医療センターは、小児がん患
者やその家族に対する相談支援及び情
報提供の充実を図ります。
↓
群馬県、群馬大学医学部附属病院及び県
立小児医療センターは、小児がん患者や
その家族に対する相談支援及び情報提
供の充実を図り、小児がんサバイバーの
長期フォローアップ体制について検討し
ます。

20
がん登録・情

報分析
検討部会

共生
資料4-2

P.43
高齢者等に

ついて

高齢者や、生活的な弱者の方ががんと診断さ
れた後、生活がなかなか成り立たなかった
り、あるいは施設に入っている方は、なかな
かがんの診療が難しかったりする。生活がし
づらい方に対しての政策（バックアップ）を是
非お願いしたい。

引き続き関係課と連携し、連携体制の構
築に向け取り組みます。

21
がん対策推進

計画部会

共生
資料4-2

P.49
相談支援/
情報提供に

ついて

目指す姿に「患者やその家族が不安を感じた
時から、置かれている状況に応じた相談支援
を受けられるようにする」
・どの時期であっても「相談支援が受けられ
ること、受けられる場　所を知る」ことだと思
う。がんになってからではなく、がんになる前
から当たり前な情報として、がんになっても
相談できる場所があること、相談支援を受け
られることが伝わるような言葉を検討してい
ただきたい。

御意見を踏まえて修正しました。
共生の分野のため、がんになった人の相
談支援について記載しました。

目指す姿
患者やその家族が不安を感じた時から、
置かれている状況に応じた相談支援を
受けられるようにする
↓
患者やその家族が、置かれている状況に
応じた相談支援をいつでも受けることが
できる
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22
がん対策推進

計画部会

共生
資料4-2

P.51
相談支援に

ついて

相談支援・情報提供検討分科会で検討しても
らえればと思うが、国のがん対策推進基本計
画の38ページに、「社会的人材リソースを活
用し、必要に応じて地方公共団体等の協力が
得られる体制整備の方策について検討する」
とある。この社会的人材リソースの注釈に
は、「関係学会等によるがんの相談支援・情報
提供に関する一定の研修を受け、必要に応
じ、がん患者やその家族等に対し、 拠点病院
等のがん相談支援センターを紹介できる地
域の人材等が想定される」とある。
日本癌治療学会では、認定がん医療ネット
ワークナビゲーターの育成を進めている。コ
ミュニケーションスキル研修・病院実習を経て
認定されるもので、群馬県では26名ほどい
る。
国の注釈でいう「人材等」はこうした人を想定
していると思われ、是非県の計画での記載を
検討してほしい。

御意見を踏まえて、国計画の取り組むべ
き施策と同じく、「社会的人材リソース」
の活用について追記しました。

取り組むべき施策
群馬県、群馬県がん診療連携協議会及び
がん診療連携拠点病院等は、国の検討状
況を踏まえ、ICT等を活用した相談支援
体制の整備の方策について検討します。
↓
群馬県、群馬県がん診療連携協議会及び
がん診療連携拠点病院等は、国の検討状
況を踏まえ、ICTや患者団体、社会的人
材リソース等を活用した相談支援体制の
整備の方策について検討します。

23
がん対策推進

計画部会

共生
資料4-2

P.53
アピアラン
スケアにつ

いて

・ウィッグ助成制度は現在では多くの市町村
で助成が受けられるようになったが、どこに
いても当たり前に支援が受けられる県であっ
てほしい。
・アピアランスケアは特別なものではなく、医
療機関で受けられるケアだということ、がん
になって外見が変化しても、その人らしく過
ごすことができることを、患者さんはもちろ
んのこと広く一般の方に知ってほしい。
・アピアランスケアを提供するための知識や
情報、体制（例：アピアランスケアセンターな
ど）がどの程度整備されているか、県内の支
援体制を把握し、必要な研修や教育に力を入
れてほしい。

具体的な施策について、今後分科会で検
討いたします。

24
がん登録・情

報分析
検討部会

基盤
資料4-2

P.65
がん教育に

ついて

外部講師の登録が完成されていないのでは
ないか。外部講師が意欲がなくなってしまう
のではないかと心配している。

令和４年度に、群馬県版「がん教育の手
引き」を発行し、がん教育外部講師派遣
に関する相談窓口一覧を作成しており、
活用について普及啓発に努めておりま
す。

25
がん登録・情

報分析
検討部会

基盤
資料4-2

P.66
がん教育に

ついて

がん教育を今後どのように進めていくのか、
取り組むべき施策に具体的に記載して欲し
い。 御意見を踏まえて修正しました。

群馬県教育委員会は、これまでの「がん
の教育総合支援事業」の実施状況を踏ま
え、がん教育の全面実施に向け、文部科
学省の検討を注視しながら、本県におけ
る実施体制について検討します。
↓
群馬県教育委員会は、より充実したがん
教育を実施するために、文部科学省の検
討を注視しながら、本県におけるがん教
育の指導者研修会やモデル校の実践発
表の場を設定し、学校教育での正しい知
識の普及と対処方法の習得に努めます。
また医師会や薬剤師会と連携し、外部講
師の指導体制を整備します。
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26
がん登録・情

報分析
検討部会

基盤
資料4-2

P.68
がん登録に

ついて

・健診の分野でもマイナンバーを活用しよう
という動きが間違いなくあると思う。それに
よってがん登録と、健診データが紐づけられ
るようになると思うが、マイナンバーを入れ
るのは時期尚早か。
・見据えていくということで、是非お願いした
い。

課題として記載しました。

国ががん検診等についてマイナンバーを
導入した際には、がん登録との照合につ
いて検討する必要があります。

27
がん登録・情

報分析
検討部会

基盤
資料4-2

P.68
がん登録に

ついて

取り組むべき施策に、次の記載を追加してい
ただきたい。
・県は市町村と連携して、県が持つがん登録
データと市町村が持つがん検診台帳を用い
て、がん検診の精度管理事業を実施します。
【主な事業例】
・国際的がん研究への協力
・がん検診精度管理事業委託

28
がん登録・情

報分析
検討部会

基盤
資料4-2

P.68
がん登録に

ついて

取り組むべき施策は、
・第３期と同じなので第４期として何か新し
い、あるいは異なった施策を組み込んだほう
が良いように思う。
・国の方針に準じて、がん検診の感度・特異度
の算出に向けた検討を行うべきであると考
える。

御意見を踏まえて修正しました。

群馬県は、国の検討状況を踏まえ、がん
登録データの分析・評価を行い、予防、普
及啓発、医療提供体制の構築等の施策へ
活用するよう努めます。
↓
群馬県は、国の検討状況を踏まえ、市町
村と連携し、がん登録データを活用した
市町村がん検診の精度管理に努めます。
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